
「障害者の雇用の 促進等に関する 法律の一部を 改正する 

法律案要綱」の 諮問及 び 答申について 

厚生労働省は、 平成 1 6 年 1 2 月 1 5 日に労働政策審議会 ( 会長 : 西川優作 

慶鷹 義塾大学名誉教授 ) より提出された 意見書「今後の 障害者雇用施策の 充実 演 

化について 一 就業機会の拡大による 職業的自立を 目指して 一 」を踏まえ、 「障害 

者の雇用の促進等に 関する法律の 一部を改正する 法律案要綱」を 取りまとめ、 本 

日 労働政策審議会に 別紙 1 のとおり諮問した。 

また、 同日、 同審議会から 厚生労働大臣に 対して、 別紙 2 のとおり答申が 行わ 

れた。 

厚生労働省としては、 これを受けて 法律案を作成し、 今通常国会に 提出する予 

定であ る。 
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厚生労働省設置法第 9 条第 1 項第 1 号の規定に基づき、 別紙「障害者の 雇用 

の促進等に関する 法律の一部を 改正する法律案要綱」について、 貴 会の意見を 

求める。 

平成 1 7 年 1 月 2 1 日 

厚生労働大臣 尾辻 秀久 
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平成 1 6 年 1 月 2 1 日 

労働政策審議会 

会 長 西 川 傑 作 

平成 1 7 年 1 月 2 1 日付け厚生労働省発職事 第 0121001 号をもって諮問のあ 

った 「障害者の雇用の 促進等に関する 法律の一部を 改正する法律案要綱」につ 

いては、 本審議会は、 下記のとおり 答申する。 

一 

- 己 

別紙「 記 」のとお り 



別紙 

平成 1 7 年 1 月 2 1 日 

労働政策審議会 

会 長 西 川 優 作 殿 

労働政策審議会 障害者雇用分科会 
分科会長 諏 訪 康 雄 

「障害者の雇用の 促進等に関する 法律の一部を 改正する法律案要綱」について 

平成 1 7 年 1 月 2 1 日付け厚生労働省発職事 第 0121001 号をもって労働政策 

審議会に諮問のあ った標記については、 本分科会は、 下記のとおり 報告する。 

- 一 一 - 口 己 

標記については、 厚生労働省案は、 妥当と認める。 



参考 1 

障害者の雇用の 促進等に関する 法律の 
  

を 改正する法律案要綱 旦 主な内容 

①障害者雇用率制度 の 適用 
0  雇用率制度の 適用に当たって、 精神障害者 ( 精神障害者保健福祉手帳 所持者 ) であ る 労 

勘者及 び 短時間労働者を 各事業主の雇用率の 算定対象とする ( 短時間労働者は 1 人をもっ 
て 0. 5 人分 ) G 法定雇用率 (1 . 8%) は現行どおり ) 。 

②障害者雇用納付金制度の 適用 
0  納付金の徴収 額 、 調整金・報奨金の 支給額の算定に 当たって、 上記①と同様に 取り扱う。 

1@ Ⅰ (2) 在宅就業障害者に 対する支援 

0  在宅就業障害者 ( 自宅等において 就業する障害者 ) に仕事を発注する 事業主については、 
障害者雇用納付金制度において、 特例調整金・ 特例報奨金の 支給を行う。 

0  事業主が、 在宅就業支援団体 ( 在宅就業障害者に 対する支援を 行 う 団体として厚生労働 
大臣の認定を 受けた民法第 34 条の法人等 ) を通じて在宅就業障害者に 仕事を発注する 場 
合は ついても、 同様に取り扱う。 

l   ナ缶 ， 

0  国及び地方公共団体は、 障害者の雇用促進施策を 推進するに当たって 障害者福祉施策と 
の有機的な連携を 図るものとする。 一 

0  職場適応援助者 ( ジョブコーチ ) による援助を 行うことに対する 助成金の創設、 特例 子 
会社に係る調整金・ 報奨金の支給先の 範囲拡大その 他所要の改正を 行 う 。 

 
 

日
 

l
 

月
 

O
 

l
l
 

Ⅰ
 

年
 

7
 

1
 

成
 

平
 

ま
 

 
 て

 

 
 

@
 

こ
つ
 

 
 部

 
 
 

の
 

②
 

 
 

3
 

ぴ
 

(
 

及
 

①
 

 
 

3
 

 
 

し
、
 

ナ
 
。
 

ジ
 Ⅰ
 

た
 

 
 

日
 

l
 

月
 

4
 

田
轄
 

施
行
 

期
 
平
成
Ⅰ
 

[
 



参考 2 

精神障害者に 対する雇用率の ヰ 引別適用について 

0  現行の実雇用率の 算定式 

雇用する身体障害者及び 知的障害者の 数 
実 雇用率 二 

雇用する常用労働者の 数 

0  精神障害者保健福祉手帳 所持者を各企業における 実 雇用率に算定 

雇用する身体障害者及び 知的障害者の 数 

実雇用率 二 
十層 甲プる精棚 筆者酸 

雇用する常用労働者の 数 

0  短時間労働の 精神障害者についても 0 ・ 5 とカウント し 、 実 雇用率に算定 

週弗 左党 ゆ時 6@ ぽが勿礒乾 以上刃 席胤末滞 Q@ 航 間労笏孝 であ る精神障 

害孝仁ついて、 a けと ガクン 卜 し、 ， 宅肩乃 宰を鈍甲する " 

( 参考 ) 法定雇用率は 現行 ( 「・ 8%) のまま 

 
 

身体障害者及び 知的障害者であ る常用労働者の 数 
十 失業している 身体障害者及び 知的障害者の 数 

障害者雇用率 一 一 
G 法定雇用率 ) 

常用労働者数十失業者数   

Ⅹ 精神障害者・・・ 精神障害者保健福祉手帳 所持者 



在宅就業障害者特例調整金等の 算定式 

在宅就業障害者 一 一 調整 領 れ 
特例調整金 

事業主が当該年度に 支払った対価の 総額 
X 

評価額 耳 2 

( 注 ) 1 未満の端数は 、 切り捨てる。 

次 ぺ ー ジにおいて「 N 」と表しているもの。 

井 1 : 在宅就業単位調整 額 ( 障害者雇用調整金の 単価以下の額で 政令で定める 額 ) X 評価基準月数 

井 2 : 障害者であ る労働者の平均的な 給与の状況その 他の状況を勘案して 政令で定める 額 X 評価基準月数 

Ⅹただし、 在宅就業障害者特例調整金の 額は、 「各月における 当該事業主の 雇用する身体障害者等であ る労働者の 

数の合計数 X 在宅就業単位調整 額 」を限度とする。 

Ⅹ報奨金支給対象事業主に 支給される在宅就業障害者特例報奨金も、 上記と同様に 算定。 

燵
押
の
 



在宅就業障害者に 関する特例の 適用イメージ 

① 事業主が当該年度に 支払った対価の 総額 ( あ る企業の年間の 在宅就業障害者への 

発注総額 )  -  評価額 =  N 

② N の数に乗じて 得た額を、 在宅就業障害者特例調整金として 当該発注企業に 支給 

障あ 在 
生 口 =  る   宅 
者企   就 
へ 菜                                         籠 襄鏑轍                                                                                                             の の     業   @..................... @. ㌔Ⅱ・ れド 牡 ト ・ 牛 @ か ⅢⅢⅠ 卍 ⅡⅢ 出 ⅥⅠ ゴリ   N 個 X 調整 額 

総の 
      

特   例 
宅 調 

就   整 
業 金 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      評価額     
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参考 4 

労働政策審議会意見書の 概要 

平成 i 6 年 1 2 月 1 5 日 

「・精神障害者に 対する雇用対策の 強化 

(1 ) 障害者雇用率制度の 適用 

精神障害者も 将来的には雇用義務制度の 対象とすることが 考えら 

れる。 しかし、 現段階では、 法定雇用率 ( 現行 : 1.8%) はそのままに、 

各企業の実雇用率に 精神障害者を 算定することとする 等に ょ り、 企 

業の雇用の努力を 評価し、 雇用の促進を 図ることが必要。 

また、 疲れやすく長時間働くことが 困難な精神障害者も 少なくな 

いことから、 短時間労働 ( 週 20 時間以上 30 時間未満 ) も各企業の実 

雇用率において 0 ・ 5 とカウントすることが 適当。 

対象者の把握・ 確認方法は、 精神障害者保健福祉手帳 の所持をも 

って行 う ことが適当であ り、 プライバシ一に 配慮した対象者の 把握 

・確認の在り 方について、 企業にとって 参考となるものを 示すこと 

が必要。 

なお、 上記の制度改正後は、 その適用状況を 踏まえ、 精神障害者 
を雇用義務制度の 対象とすることについて、 具体的に検討を 進めて 

いくことが適当。 

(2) 雇用支援策の 充実 

①休職から復職に 至る過程の支援 

休職から復職に 至る過程やその 後の雇用継続支援も 含めた総合 

的な支援を全国の 地域障害者職業センタ 一で実施するとともに、 
企業内で復職支援を 行 う スタッフの配置に 支援を行 う ことが適当。 

②新規雇用の 促進 

企業等への委託訓練の 活用や障害者試行雇用事業のさらなる 拡 

充に努める必要。 また、 週 15 時間労働からの 雇用支援策や 常用雇 

用への移行等を 条件にグループ 就労支援を講じることが 適当。 

③雇用を継続するための 支援 

周囲とのコミュニケーションをはじめとする 環境調整や労働時 

間への配慮等を 行う必要があ り、 ①の企業内の 支援スタッフが 申 

心となって主治医等の 外部の専門機関等の 活用を進めていくこと 

が適当。 
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2. 多様な形態による 障害者の就業機会の 拡大 

い ) 障害者の在宅での 就業に対する 支援の充実 

①在宅勤務の 普及促進 
企業が在宅勤務障害者の 雇用管理や業務管理、 社内・社外の 連 

絡調整を行 う コーディネ 、 一 ターを配置することについて 支援を行 

ぅ ことが適当。 

②在宅就業に 対する発注の 奨励 

障害者の在宅就業に 発注した場合、 発注元企業の 障害者雇用納 

付金の減額又は 調整金・報奨金の 加算を行 う ことが適当。 

③在宅就業を 支援する団体の 育成 

一定の要件等を 満たす在宅就業支援団体を 通じて仕事を 発注し 

た場合にも、 ②の取扱いができるよ う 検討。 また、 在宅就業支援 
団体に対する 支援策を充実していくことが 適当。 

(2) 雇用形態の多様化と 障害者雇用 
①短時間労働 

重度以覚の身体障害者・ 知的障害者の 短時間労働についても 雇 

用率制度の対象とし、 法定雇用率の 算定において 短時間労働を 反 

映させることが 考えられるが、 短時間労働の 位置付け等について、 

今後とも検討を 行 う ことが適当。 

②派遣労働 
派遣労働者としての 障害者の雇用はほとんど 進んでいないこと 

から、 派遣労働と障害者雇用との 関係においてどのような 対応を 

していくことによって、 障害者雇用の 促進を図っていくことがで 

きるか、 今後検討を行 う ことが適当。 

3. 地域における 協働による障害者雇用の 促進 

い ) 福祉的就労から 一般雇用への 移行の促進 

八口一ワークが 中心となって、 本人、 福祉施設等の 関係者からが 

る 就労支援チームを 設置し、 個別的な支援計画を 作成、 総合的な支 
援を行 う ことなどにより、 一般雇用への 移行を促進することが 適当。 
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(2) 職場適応援助のニーズの 広がりと担い 手の育成 

福祉施設によるジョブコーチ 支援をより効果的なものとするとと 

もに、 事業主自らジョブコーチを 配置することを 可能するため、 障 

害 者雇用納付金制度に 基づく助成制度として 実施することが 適当。 

また、 発達障害者に 対する支援技法の 開発等に力を 入れることが 

適当。 

(3) 企業等の協働による 障害者雇用の 創出 

地域的に近接している 企業ど う しが協働して 障害者の雇用の 場を 

創出する等の 取組を推奨していくことが 適当。 

4. その他の諸課題 

( 「 ) 特例子会社に 対する障害者雇用調整金・ 報奨金の支給 
調整金・報奨金は、 新 事業主だけでなく、 執事業主 スは 特例千金 

社 のいずれかが 受給することができるような 仕組みとしていくこと 

が適当。 

(2) 企業グループに 対する障害者雇用率の 算定 

特例子会社を 保有すること 以外に、 企業グループに 対する雇用率 

の 包括適用の特例を 認める条件が 考えられるか、 引き続き検討を 行 
ぅ ことが適当。 

(3) 除外率の縮小による 障害者雇用の 促進 

平成 W6 年 4 月より、 除外率の一律 10% 。 ポイント引き 下げ等が行わ 

れたところであ るが、 今後とも、 段階的な縮小に 向けて準備を 進め 

る 必要。 

(4) 障害者雇用に 関する助成金の 整理等 

障害者雇用を 進める企業にとって 利用しやすい 制度となるよ つ、 

既存の助成金制度の 整理統合等、 所要の見直しを 行 う ことが適当。 

また、 アビリンピックは、 障害者全体を 対象とした障害者雇用納 
付金に基づく 普及啓発事業とすることが 適当。 
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労働政策審議会障害者雇用分科会委員等名簿 
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平成 1 6 年 1 1 月 4 日現在五十 剖は 

日本基幹産業労働組合連合会中央 副 執行委員長 

全日本自動車産業労働組合総連合会副会長 

日本労働組合総連合会雇用法制対策同局長 
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